平成２３年度　財務管理研修 　実施要領
～新会計基準を理解する～
１　目的　　　
これまで社会福祉法人に係る会計に関しては、「社会福祉法人会計基準（現基準）」「指導指針（略称）」「老健準則（略称）」等様々な会計ルールが併存されていることにより、事務処理が煩雑である等の問題が指摘されてきました。

このような状況に対し、社会福祉法人会計基準検討委員会が設置され、検討が行われた結果、平成23年７月27日に新たな社会福祉法人会計基準が公表されました。当該会計基準は、社会福祉法人が実施する全ての事業に適用することとされており、これにより社会福祉法人が適用する会計基準が一元化されました。

本研修では、新基準の概要について理解を深め、移行に向けた第一ステップとなることを目的に開催します。
２　主催　　
社会福祉法人　埼玉県社会福祉協議会
３　対象者　　
社会福祉法人立の以下の施設等で財務管理を担当している職員
· 保護施設
· 老人福祉法第5条の3で定められている老人福祉施設のほか有料老人ホーム、認知症対応型老人共同生活援助事業所、介護老人保健施設

· 地域包括支援センター
· 障害者自立支援法の施設、事業（障害者支援施設、障害福祉サービス事業、地域生活支援事業）
· 旧法指定施設（身体障害者更生援護施設、知的障害者援護施設、精神障害者社会復帰施設）
· 心身障害者地域デイケア施設、精神障害者小規模作業所、生活ホーム
· 児童福祉施設
· 市町村社会福祉協議会
４　定員　　
１５０名　　（１事業所につき１名）
　　　※申込は先着順です。定員に達し次第締め切ります。
５　期日及び会場　
平成２４年１月２５日（水）　　彩の国すこやかプラザ　２階　セミナーホール
６　講師　
塩原公認会計士事務所　公認会計士　塩原　修蔵　氏
　　　　　　　　　　　（社会福祉法人会計基準検討委員会委員）
公認会計士　岩波　一泰　氏
　　　　　　　　　　　（日本公認会計士協会非営利法人委員会社会福祉法人専門部会長）
７　研修時間
受付時間　　　　　　　　　９：１５～９：５０　
オリエンテーション　　　　９：５０～１０：００　
研修時間　　　　　　　　１０：００～１６：００（１２：００～１３：００は昼食休憩）
８　内容
平成２３年７月２７日に制定された「社会福祉法人会計基準」等の概要の説明
　　 　※新基準については、平成２４年度から適用となっていますが、平成２６年度決算までの間が移行期間となっていますので、本研修では新基準の概要を理解いただくこととします。新基準への移行手続きをテーマとした研修は、来年度の実施を予定しております。
　　　 ※昨年度の財務管理研修（新基準のパブリックコメントを基にした研修）と、内容が一部重複いたしますので予めご了承ください。
　　　
９　持参品
　（１）筆記用具　

（２）昼食（希望者には当日１食６００円で業者が販売いたします。受付時に食券を購入してください。）
１０　　参加費　　

本会会員事業所　３,０００円　・　賛助会員事業所または未加入事業所　６,０００円

（研修当日、受付にてお支払ください。つり銭のないようにお願いいたします。）
※当会会員区分は事業所単位です。入会に関する詳細は別紙「会員サービスのご案内」をご覧ください。
※研修実施日前日（平成２４年１月２４日）までに本会会員のお申込みをいただきますと、本会会員事業所として、参加費をいただきます。
１１　参加申込みについて

（１）申込期間・定員に関する留意事項

ア　申込期間　　平成２３年１２月１５日（木）9:00～１６日（金）17:00　
イ　申込期間の厳守と定員を超えた場合の取り扱い

（ア）申込期間の開始日前である平成２３年１２月１５日（木）９：００以前の申込みは受理できません。万が一、申込期間前に申込書が本会に到達した場合は、改めて申込期間中に申し込んでいただくことになりますので、ご了承ください。

（イ）申込期間早期であっても定員に達し次第、申込みを締め切ることがありますのでご了承ください。なお、その場合は本会ホームページでお知らせします。
ウ　受講決定　　

受講決定は行いません。お断りする場合のみ本会から連絡します。

（２）ファクシミリによる申込方法

ア　別紙申込様式により、下記あてに送信してください。

イ　FAXは何らかの事情で届かないことがあります。確実に送信されたことを送信後１０分を目安に電話でご確認ください。到達確認を行っていない場合は受講できないことがありますのでご注意ください。
（３）メールによる申込方法

ア　所定の様式を使用する場合

必ず件名に「財務管理研修」と入力し、申込様式に必要事項を入力し、それを添付して下記のメールアドレスまで送信してください。

イ　上記によらない場合

必ず件名に「財務管理研修」と入力し、本文に①市町村名②法人名③施設名④施設種別⑤連絡担当者名⑥電話番号⑦参加者氏名⑧職名⑨財務管理担当者としての経験年月⑩新基準移行時期を入力し、下記メールアドレスまで送信してください。

ウ　本会による受信確認のお知らせ

メールでお申込みされた方に対しては、本会福祉研修センターから受信確認のメールを返信しますので、電話での到着確認の必要はありません。なお、メール送信後３日経っても返信が無い場合は、ご連絡ください。

１２　申込み先・問い合わせ先

　〒330-8529  さいたま市浦和区針ヶ谷4-2-65　彩の国すこやかプラザ３階

　　埼玉県社会福祉協議会　研修開発部　福祉研修センター　（担当：矢部・安藤）

TEL 048-822-1191　FＡX 048-825-9185　e-mail：yabe@fukushi-saitama.or.jp
  ※実施要領等をワードで入手したい場合は、県社協ＨＰ（http://www.fukushi-saitama.or.jp/site/）を

ご覧ください。
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受講申込書の記載事項は、①当センターで受講者の出席等の情報管理を行うこと②研修当日に配布する資料に市町村、施設名、氏名、職名を記載した参加者名簿を作成し、配布すること以外の目的には使用いたしません。
１３　会場案内[image: image2.wmf] 
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【アクセス】　JR京浜東北線　与野駅西口から徒歩約１０分　

※駐車場は数に限りがございますので、公共交通機関をご利用ください

平成２３年度 財務管理研修　参加申込書
埼玉県社会福祉協議会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成２３年１２月　　日

研修開発部　あて

１、標記研修について、次のとおり受講を申し込みます。
	市町村名
	
	法 人 名
	

	施 設 名
	
	施設種別
(○をつけて下さい)
	老人 障害 保育 児童 社協 その他

	担当者名
	
	電話番号
	

	(ふりがな)
	
	職

名
	
	財務管理担当者
としての経験年月
(H24年1月現在)
	　　　　　
　　年　　ヶ月

	氏　　名
	
	
	
	
	


２、参考にお聞かせください。移行時期はいつを予定していますか。
　　　　　

３、研修において学びたいこと・質問等があれば記入してください。

４、研修受講にあたり、特別な配慮(手話通訳等)が必要な方は以下にご記入ください。


＜申込先及び問合せ先＞

〒330-8529 さいたま市浦和区針ヶ谷4-2-65　彩の国すこやかプラザ３階

埼玉県社会福祉協議会　研修開発部　福祉研修センター　(担当：矢部・安藤)

TEL 048-822-1191　　 FAX 048-825-9185　　Eﾒｰﾙ　yabe@fukushi-saitama.or.jp

	受信確認
（県社協記入欄）
	受付番号
（県社協記入欄）
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FAX 048-825-9185





別紙　





＜申込受付期間　平成２３年１２月１５日（木）9:00～１６日（金）17:00＞























ＦＡＸの場合は何らかの事情で届かないことがあります。確実に送信されたことを送信後に電話でご確認ください。到達確認を行っていない場合は、受講できないことがありますのでご注意ください。


受講申込み記載事項は、①当センターで受講者の出席等の情報処理を行うこと②研修当日に参加者名簿として配布すること以外の目的には使用しません。
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